
Ｒ８建設 土木工事資材単価実態調査業務（１） 仕様書 

 

 （適用範囲） 

第１ この仕様書は、徳島県が実施する土木工事資材単価実態調査業務（以下「調査」とい

う。）に適用する。 

 （調査の目的） 

第２ この調査は、徳島県内における土木工事に用いる資材の実勢価格を調査し、設計資材

単価を得ることを目的とする。 

 （調査内容） 

第３ 調査する価格は、原則、徳島県内において民間企業（工事業者等）に販売される「実勢

価格」として決定し、取り引き実績が少なく実勢価格の決定が困難なものについては、同

資材の周辺価格、経済動向等を十分調査の上、厳正に決定しなければならない。 

２ 荷渡し条件は、現場着単価とする。ただし、これによりがたい資材の場合は、通常行われ

ている商習慣にしたがって、工場渡し及び問屋倉庫渡し等とする。 

３ 決済条件は、現金決済を条件とする。 

４ 調査方法は、調査対象業者（生産者、商社及び需要者）を訪問して行う「面接調査」を原

則とする。 

なお、アスファルト混合物、生コンクリート及び骨材・砕石については、以下の点に留意

すること。 

(1) アスファルト混合物については、舗装設計施工指針による品質管理の可能な試験設備 

と技術者を有する工場について価格調査を実施する。 

(2) 生コンクリートについては、JIS 認定工場を対象とし価格調査をする。 

(3) 骨材・砕石等については、コンクリート標準示方書、舗装設計施工指針、JIS 等の品

質規格に適合するものを対象とし価格調査をする。 

５ 調査の結果、取引が最も多かった価格（最頻値）を調査価格の代表値とするが、決定に当

たっては、市況の動向等を踏まえ、総合的に十分に審査を行った上決定するものとする。 

 （調査対象資材） 

第４ 調査依頼回数は計１８回とし、令和８年５月下旬から令和９年２月上旬の期間におい

て、上旬は１０日、下旬は２５日（徳島県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日の場合はその翌日）までに、別添「特別調査依頼書」

にて指示する。また、基本の流れは、別図－１「資材単価実態調査の流れ」のとおり、地区

割は別図－２「徳島県材料単価地区割図」のとおりとする。 



２ 依頼内容に疑義等が生じた場合は、受注者から各発注機関の現場監督員に直接確認する

こと。 

３ 調査対象資材は、調査の難易度により次の３種に分類する。受注者は、１０日指示の場

合は当月の２０日、２５日指示の場合は翌月の５日（徳島県の休日を定める条例（平成元

年徳島県条例第３号）第１条第１項に規定する県の休日の場合はその翌日）までにその分

類を提示し、発注者と協議を行う。 

Ａ種：図面等の不要な資材で、調査対象業者が確保されている物価資料の掲載品に準じる 

標準品。 

Ｂ種：図面等の不要な資材で調査対象地区の生産拠点等を対象に、現地あるいは周辺地区 

に調査員が実査もしくは複数の見積徴収を必要とする資材。 

Ｃ種：図面等が必要な資材（複雑な構造物等に使用される資材で参考図書等がなければ調 

査困難な資材）又は、その都度見積りを取って対応しなければならない資材で以下 

の範囲に入るもの。 

(1)物価資料の掲載品に準じる製品であり、調査先等の選定が比較的容易である。 

(2)当該資材又は、類似品の市場情報を保有しているもの。 

 （価格プロセスの確認） 

第５ 受注者は、業務履行期間中に発注者による価格設定プロセスの確認を１資材以上受け

なければならない。 

(1) 価格決定説明書 

調査対象事業者の選定（規模、業者数、取引高、販売エリア等） 

価格調査を行ったメーカー等の価格調査票（資材品目、規格、価格等） 

調査価格の信頼性判定 

最終価格の決定 

(2) 受注者内部の審査状況 

内部の審査結果及び内部審査資料 

(3) その他、発注者の指示する資料 

 （再委託の禁止） 

第６ 軽微な業務を除き、再委託は禁止する。「軽微な業務」とはコピー、ワープロ、印刷、

製本、資料整理とする。 

 （報告様式等） 

第７ 特別調査依頼に対する報告様式は、別添｢調査結果表｣のとおりとし、電子メールにて

EXCEL2016 形式以下で提出することとする。また、業務完了時の報告は、各報告の他、業務

打合せ簿等を整理し、CD－R1 部とする。 



 （特別調査依頼に対する報告期限） 

第８ 特別調査依頼に対する報告期限は、１０日指示の場合は翌月の２０日、２５日指示の

場合は翌々月の５日とする。ただし、発注者が報告期限前に調査結果の提出を求めた場合

は、協議により期限を決定するものとする。 

 （過失） 

第９ 受注者は、業務完了後であっても、受注者の原因による疎漏、過失が認められた場合

には、発注者が必要と認める訂正、補正等の措置をとるものとする。 

 （報告書の充足） 

第１０ 本仕様書は、業務に必要な諸元と資料のうち必要な事項を示したものであり、これ

に記載されていない事項についても業務上必要と認められるものについては、責任を持っ

て充足しなければならない。 



資材単価実態調査の流れ 別図－１

① 調査予定品目の送付

⑥ 調査結果報告

③ 調査内容の疑義等質問 ② 調査依頼

④ 疑義等質問への回答 ⑤ 調査結果回答

① 調査予定品目の送付（各発注機関→発注者）

② 調査依頼（発注者→受注者）

③ 調査内容の疑義等質問（受注者→各発注機関）

④ 疑義等質問への回答（各発注機関→受注者）

⑤ 調査結果回答（受注者→発注者）

⑥ 調査結果報告（発注者→各発注機関）

受注者

発注者：徳島県県土整備部建設管理課各発注機関
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徳島県材料単価地区割図(全県下) 令和６年４月１日以降
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地 区 番 号 地                 区                  名

徳島東部１
徳島市、小松島市、北島町、藍住町、鳴門市、松茂町、
板野町、石井町、上板町、阿波市、吉野川市の一部

徳　島２ 神山町の一部

徳　島３ 勝浦町

徳　島４ 上勝町

徳　島５ 神山町の一部

徳　島６ 佐那河内村

阿　南１ 阿南市の一部

阿　南２ 阿南市の一部

阿　南３ 阿南市の一部

那　賀１ 那賀町の一部

那　賀２ 那賀町の一部

那　賀３ 那賀町の一部

那　賀４ 那賀町の一部

美　波１ 美波町の一部、牟岐町、海陽町の一部

美　波２ 美波町の一部、海陽町の一部

美　波３ 海陽町の一部

吉野川２ 吉野川市の一部

美　馬１ 美馬市の一部、つるぎ町の一部

美　馬２ 美馬市の一部、つるぎ町の一部

美　馬３ つるぎ町の一部

美　馬４ 美馬市の一部

美　馬５ つるぎ町の一部

美　馬６ 美馬市の一部

美　馬７ 美馬市の一部

美　馬８ 美馬市の一部

三　好１ 三好市の一部、東みよし町の一部

三　好２ 三好市の一部、東みよし町の一部

三　好３ 三好市の一部

三　好４ 三好市の一部

三　好５ 東みよし町の一部

三　好６ 三好市の一部

計３１地区

徳島県土木工事設計材料単価  地区割表



（単位：円）

№ 品　　名 規　格　・　寸　法　等 単位
納入
地区

価　格 備　考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

調査結果表（○月調査)

○○工事



特別調査依頼書

NO.
工事名 名　称 規格・寸法等 単位

使用
数量

納入
地区

昨年度
調査の
有無

図面ファイル名 備考 所属名 担当名 現場監督員名
連絡先

(電話番号)
連絡先

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）
A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

備考

調査種別


